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全国指導員学校の様子

第４回定期総会

☆山口県こども政策課と懇談☆

６月７日(火)こども政策課と懇談をしました。認定資

格研修をはじめとする研修会や県内の学童保育状況に

ついて意見を交わしました。

放課後児童支援員認定資格研修については、県連協

として会場の手配や当日スタッフを派遣しています。県

とも協力して推進していくことを確認しました。

県の補助事業については、昨年同様に１８時３０分の

開所に対して実施されているとのことでしたが、補助

額が少額なので今後の課題となりそうです。また、３分

の１の補助金についてはすべての自治体に対して予算

を確保しているとの回答でした。

放課後子供教室との一体的な運営についてですが、

県として具体的な方向性を示していないとのことでし

たので、学童保育と子供教室との違いを確認しました。

学童保育は子どもの生活の場であり、教室とは全くこ

となる事業であること、教室の中には学習指導が含ま

れているものもあり、学童保育との一体的な運営は難

しい事を伝えました。

今後も定期的に懇談の機会を設け、学童保育につい

て共通の理解をしていきたいと思います。

◇山口県学童保育連絡協議会新年度役員体制◇

会長 世良輝久 (岩国市 保護者ＯＢ)

副会長 浦中亜起代 (下松市 支援員)

〃 梶田幸代 (下松市 支援員)

〃 原田美佐子 (防府市 支援員)

〃 柳田祐子 (光市 支援員)

〃 山下友江 (宇部市 支援員)

副会長兼会計

田中よし子 （美祢市 支援員)

事務局長 瀧口裕也 （下関市 支援員）

事務局次長

郷谷卓功 （美祢市 支援員）

会計監査 岡村昌平 （下関市 学童関係者）

〇第４１回全国学童保育指導員学校 岡山会場○

６月１２日(日)に岡山で指導員学校が開催されました。

全体会は増山先生の「学童保育と子どもの放課後」と

いうテーマで、子どもの権利条約について学んでいき

ました。熱い思いを持った方が多数参加しており、県内

外の仲間と繋がることのできた研修会でした。

◇放課後児童支援員認定資格研修がスタート◇

６月２７日(月)今年度の放課後児童支援員認定資格

研修が西部会場にてスタートしました。各市町の条例の

根拠となっている設備運営基準や支援員の具体的な

職務内容である運営指針を学び、支援員としての基礎

的な技術や技能を身に付けていきます。６月から１０月

まで、県内３会場１２回の研修となっています。

6月26日(日)に山口県学童保育連絡協議会第4回定期総会を開催しました。放課後児童支援員認定資格研修や

子育て支援員研修、放課後児童クラブ運営指針を基にした保育内容など支援員を取り巻く状況が変化してきてい

ることを受け、県内関係団体が加盟し、より強固なつながりを活動へと転換させていく必要性があることを確認し

ました。

活動方針は、国への働きかけと共に県や市町に対しての働きかけを行うこと。支援員が研修会や運営委員会など

に結集できるように広く呼びかけること。保護者の参加を促すためにも、学童保育フォーラムを成功させることな

どです。また、月刊「日本の学童ほいく」誌の購読部数を増やしていくことも重要事項としました。

総会の開催に際して『子どもが帰ってくる前の仕事内容は』というテーマで、学習交流会を行いました。支援員の

11月6日（日）第１４回山口県学童保育フォーラム開催!!
毎年、行っていた『学童保育講座』を学童保育に関わる誰も

が参加しやすいように『学童保育フォーラム』にリニューアル

しました。保護者にとって毎日の子育てのヒントが得られ、支

援員さんにとっては専門性を高めていけるような内容です。

成功に向けてみんなで頑張っています!!

☆山口市担当課と懇談☆

山口市の保護者から学童保育所に入れないとの相談

があり、6月29日（水）山口市担当課と懇談をしました。市

としては、待機児童対策として施設や支援員体制を充実

し、受け入れ態勢を整えていきたいとのことでした。

また、支援員によるハラスメントや委託事業者が保育

内容を理解していないなどの問題等についても研修会

を充実することで解決を図っていきたいとのことでした。

県連協としても研修会をバックアップしていきたいと考え

ています。

職務を明らかにし、必要な仕

事を学ぶことで、専門性の

高い仕事だと意識していく

ことが必要です。実際に地

域によっては30分前からの

勤務しか認められないとこ

ろもあり、充分な仕事ができ

ない厳しい状況にあります。

県連協として、運営指針を

基に学習を進め、自治体へ

の働きかけを強化していき

たいと思います。


